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別紙１

1 .重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く）

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

② 退職給付引当金

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

2 .重要な会計方針の変更

3 .法人で採用する退職給付制度

当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度

② 独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4 .法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

　当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。                                    

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）           

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）                    

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）    

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）    

当法人では、収益事業を行っていないため作成していない。

計算書類に対する注記（法人全体用）

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっ
ている。なお、旧定額法については備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却を行ってい
る。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法によっている。

当法人は、決算日以後の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当会計
年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

当法人で加入している横浜市社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に基づき、期末在籍者の係る掛
け金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、会計基準移行年度の前年度末以前の取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

該当なし

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため、作成していない。
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別紙１

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容           

① 本部拠点(社会福祉事業）

「本部」

② シャローム横浜拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「認知症対応型通所介護」

「横浜市高齢者食事サービス」

「居宅介護支援」

③ ケアハウスシャローム桜山拠点（社会福祉事業）

「ケアハウスシャローム桜山」

④ 横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ拠点（社会福祉事業）

「地域活動交流」

「包括的支援」

「生活支援体制整備」

「LSA事業」

「放課後キッズクラブ」

「居宅介護支援」

「通所介護」

⑤ グループホーム拠点（社会福祉事業）

「シャロームミルトスの木」

「シャロームミルトスの木鶴ヶ峰本町」

⑥ シャローム三育保育園拠点(社会福祉事業）

「シャローム三育保育園」

⑦ 沖縄拠点(社会福祉事業）

「放課後デイサービスベーテルの夢」

「放課後デイサービスベーテルの夢Ⅱ」

指定短期入所生活介護サービスと一体的に行われている指定介護予防短期入所生活介護サービスを、
同一のサービス区分に含めている。

当該社会福祉事業拠点区分内において一体的に実施されている公益事業のため、当該拠点区分に含め
て会計処理を行っている。

当該社会福祉事業拠点区分内において一体的に実施されている公益事業のため、当該拠点区分に含め
て会計処理を行っている。

当該社会福祉事業拠点区分内において一体的に実施されている公益事業のため、当該拠点区分に含め
て会計処理を行っている。

指定通所介護サービスと一体的に行われている第1号通所事業サービスを、同一のサービス区分に含
めている。

当該社会福祉事業拠点区分内において一体的に実施されている公益事業のため、当該拠点区分に含め
て会計処理を行っている。

指定通所介護サービスと一体的に行われている第1号通所事業サービスを、同一のサービス区分に含
めている。

当該社会福祉事業拠点区分内において一体的に実施されている公益事業のため、当該拠点区分に含め
て会計処理を行っている。

当該社会福祉事業拠点区分内において一体的に実施されている公益事業のため、当該拠点区分に含め
て会計処理を行っている。

当該拠点区分特別養護老人ホーム施設内において一体的に実施されている公益事業のため、当該施設
の拠点区分に含めて会計処理を行っている。
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別紙１

5 .基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

950,000,000 0 0 950,000,000

1,059,776,940 0 44,692,319 1,015,084,621

2,009,776,940 0 44,692,319 1,965,084,621

6 .基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

7 .担保に供している資産
該当なし

8 .有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

2,725,127,950 1,710,043,329 1,015,084,621

2,725,127,950 1,710,043,329 1,015,084,621

321,020,988 193,073,033 127,947,955

70,483,350 52,036,880 18,446,470

40,472,254 35,179,602 5,292,652

146,666,551 119,992,868 26,673,683

6,843,600 5,550,840 1,292,760

585,486,743 405,833,223 179,653,520

3,310,614,693 2,115,876,552 1,194,738,141

9 .債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

債権額
徴収不能引当金の

当期末残高
債権の当期末残高

147,930,250 0 147,930,250

15,251,076 0 15,251,076

8,891,905 0 8,891,905

172,073,231 0 172,073,231

10 .満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 .関連当事者との取引の内容
該当なし

12 .重要な偶発債務
該当なし

13 .重要な後発事象
該当なし

14 .

基本財産の種類

建 物

建物（基本財産）

基本財産合計

該当なし

合　計

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

器 具 及 び 備 品

有形リース資産

該当なし

未収補助金

合計

その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

未収金

その他の固定資産

合　計

事業未収金

土 地
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別紙２

1 .重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

2 .重要な会計方針の変更

3 .採用する退職給付制度

4 .拠点が作成する計算書類とサービス区分
　当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。                                  

(1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）           

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）                

当拠点区分ではサービス区分が１つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）           

当拠点区分ではサービス区分が１つであるため省略している。

5 .基本財産の増減の内容及び金額

6 .基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

7 .担保に供している資産
　　　　

8 .固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

9 .債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

10 .満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 .関連当事者との取引の内容

12 .重要な偶発債務

13 .重要な後発事象

14 .

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし
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別紙２

1 .重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く）

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

② 退職給付引当金

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

2 .重要な会計方針の変更

3 .採用する退職給付制度
当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度

② 独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4 .拠点が作成する計算書類とサービス区分
　当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。                                  

(1) シャローム横浜拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）          

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）                    

① 介護老人福祉施設

② 短期入所生活介護

③ 一般通所介護

④ 認知症対応型通所介護

⑤ 横浜市高齢者食事サービス

⑥ 居宅介護支援

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)） 

当拠点区分は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、会計基準移行年度の前年度末以前の取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

該当なし

計算書類に対する注記（シャローム横浜拠点区分用）

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっ
ている。なお、旧定額法については備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却を行ってい
る。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法によっている。

当法人は、決算日以後の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当会計
年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

当法人で加入している横浜市社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に基づき、期末在籍者の係る掛
け金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
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別紙２

5 .基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

659,490,000 0 0 659,490,000

698,218,408 0 32,728,987 665,489,421

1,357,708,408 0 32,728,987 1,324,979,421

6 .基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

7 .担保に供している資産
該当なし

8 .有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

1,891,783,823 1,226,294,402 665,489,421

1,891,783,823 1,226,294,402 665,489,421

166,084,879 75,223,616 90,861,263

40,039,741 34,408,292 5,631,449

24,881,659 23,609,314 1,272,345

99,439,895 85,071,253 14,368,642

6,843,600 5,550,840 1,292,760

337,289,774 223,863,315 113,426,459

2,229,073,597 1,450,157,717 778,915,880

9 .債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

債権額
徴収不能引当金の

当期末残高
債権の当期末残高

84,390,347 0 84,390,347

9,416,123 0 9,416,123

4,478,450 0 4,478,450

98,284,920 0 98,284,920

10 .満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 .関連当事者との取引の内容
該当なし

12 .重要な偶発債務
該当なし

13 .重要な後発事象
該当なし

14 .

基本財産の種類

土 地

構 築 物

建 物

合　計

該当なし

建物（基本財産）

基本財産合計

建 物

未収金

車 両 運 搬 具

器 具 及 び 備 品

有形リース資産

その他の固定資産

合　計

合計

その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

事業未収金

未収補助金

33



34



35



36



37



38



別紙２

1 .重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く）

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

② 退職給付引当金

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

2 .重要な会計方針の変更

3 .採用する退職給付制度
当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度

② 独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4 .拠点が作成する計算書類とサービス区分
　当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。                                  

(1) シャローム桜山拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）          

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）                    

当拠点区分ではサービス区分が１つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）           

当拠点区分ではサービス区分が１つであるため省略している。

5 .基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

290,510,000 0 0 290,510,000

361,558,532 0 11,963,332 349,595,200

652,068,532 0 11,963,332 640,105,200

6 .基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、会計基準移行年度の前年度末以前の取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

該当なし

計算書類に対する注記（シャローム桜山拠点区分用）

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっ
ている。なお、旧定額法については備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却を行ってい
る。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法によっている。

当法人は、決算日以後の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当会計
年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

当法人で加入している横浜市社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に基づき、期末在籍者の係る掛
け金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

土 地

該当なし

建 物

基本財産の種類

合　計
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別紙２

7 .担保に供している資産
該当なし

8 .有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

833,344,127 483,748,927 349,595,200

833,344,127 483,748,927 349,595,200

36,426,634 15,012,279 21,414,355

14,156,109 14,156,108 1

14,690,845 10,832,992 3,857,853

65,273,588 40,001,379 25,272,209

898,617,715 523,750,306 374,867,409

9 .債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

債権額
徴収不能引当金の

当期末残高
債権の当期末残高

581,055 0 581,055

581,055 0 581,055

10 .満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 .関連当事者との取引の内容
該当なし

12 .重要な偶発債務
該当なし

13 .重要な後発事象
該当なし

14 .

合計

器 具 及 び 備 品

その他の固定資産

合　計

該当なし

未収補助金

建物（基本財産）

基本財産合計

建 物

構 築 物

その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
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別紙２

1 .重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く）

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

② 退職給付引当金

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

2 .重要な会計方針の変更

3 .採用する退職給付制度
当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度

② 独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4 .拠点が作成する計算書類とサービス区分
　当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。                                  

(1) 横浜市地域ケアプラザ拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）    

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）                    

① 地域活動交流

② 包括的支援

③ 生活支援体制整備

④ LSA事業

⑤ 放課後キッズクラブ

⑥ 居宅介護支援

⑦ 通所介護

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)） 

当拠点区分は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5 .基本財産の増減の内容及び金額

6 .基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

7 .担保に供している資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、会計基準移行年度の前年度末以前の取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

該当なし

計算書類に対する注記（横浜市地域ケアプラザ拠点区分用）

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっ
ている。なお、旧定額法については備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却を行ってい
る。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法によっている。

当法人は、決算日以後の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当会計
年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

当法人で加入している横浜市社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に基づき、期末在籍者の係る掛
け金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

該当なし

該当なし

該当なし

48



別紙２

8 .有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3,741,000 3,740,998 2

4,231,778 3,931,749 300,029

7,972,778 7,672,747 300,031

7,972,778 7,672,747 300,031

9 .債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

債権額
徴収不能引当金の

当期末残高
債権の当期末残高

21,680,542 0 21,680,542

21,680,542 0 21,680,542

10 .満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 .関連当事者との取引の内容
該当なし

12 .重要な偶発債務
該当なし

13 .重要な後発事象
該当なし

14 .

合計

車 両 運 搬 具

器 具 及 び 備 品

その他の固定資産

合　計

その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

事業未収金

建物（基本財産）

基本財産合計

建 物

構 築 物
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1 .重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く）

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

② 退職給付引当金

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

2 .重要な会計方針の変更

3 .採用する退職給付制度
当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度

② 独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4 .拠点が作成する計算書類とサービス区分
　当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。                                  

(1) グループホーム拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）          

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）                    

① ミルトスの木上白根

② ミルトスの木鶴ヶ峰本町

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)） 

当拠点区分は、介護サービス事業のみを実施するため省略している。

5 .基本財産の増減の内容及び金額

6 .基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

7 .担保に供している資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、会計基準移行年度の前年度末以前の取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

該当なし

計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっ
ている。なお、旧定額法については備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却を行ってい
る。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法によっている。

当法人は、決算日以後の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当会計
年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

当法人で加入している横浜市社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に基づき、期末在籍者の係る掛
け金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

該当なし

該当なし

該当なし
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8 .有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

0 0 0

0 0 0

11,122,125 11,122,123 2

4,679,995 4,679,992 3

3,600,695 3,527,309 73,386

19,402,815 19,329,424 73,391

19,402,815 19,329,424 73,391

9 .債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

債権額
徴収不能引当金の

当期末残高
債権の当期末残高

25,008,157 0 25,008,157

5,493,119 0 5,493,119

30,501,276 0 30,501,276

10 .満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 .関連当事者との取引の内容
該当なし

12 .重要な偶発債務
該当なし

13 .重要な後発事象
該当なし

14 .

未収金

合計

車 両 運 搬 具

器 具 及 び 備 品

その他の固定資産

合　計

その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

事業未収金

建物（基本財産）

基本財産合計

建 物
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別紙２

1 .重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く）

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

② 退職給付引当金

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

2 .重要な会計方針の変更

3 .採用する退職給付制度
当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度

② 独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4 .拠点が作成する計算書類とサービス区分
　当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。                                  

(1) シャローム三育保育園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）    

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）                    

当拠点区分ではサービス区分が１つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）           

当拠点区分ではサービス区分が１つであるため省略している。

5 .基本財産の増減の内容及び金額

6 .基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

7 .担保に供している資産

当法人で加入している横浜市社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に基づき、期末在籍者の係る掛
け金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

計算書類に対する注記（シャローム三育保育園拠点区分用）

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっ
ている。なお、旧定額法については備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却を行ってい
る。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法によっている。

当法人は、決算日以後の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当会計
年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、会計基準移行年度の前年度末以前の取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

該当なし

該当なし

該当なし

66



別紙２

8 .有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

0 0 0

0 0 0

107,387,350 91,715,015 15,672,335

15,817,500 3,419,998 12,397,502

1,865,100 1,760,427 104,673

23,154,738 16,444,606 6,710,132

148,224,688 113,340,046 34,884,642

148,224,688 113,340,046 34,884,642

9 .債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

債権額
徴収不能引当金の

当期末残高
債権の当期末残高

10,044,977 0 10,044,977

341,834 0 341,834

3,802,400 0 3,802,400

14,189,211 0 14,189,211

10 .満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 .関連当事者との取引の内容
該当なし

12 .重要な偶発債務
該当なし

13 .重要な後発事象
該当なし

14 .

構 築 物

建物（基本財産）

基本財産合計

建 物

その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

器 具 及 び 備 品

その他の固定資産

合　計

事業未収金

車 両 運 搬 具

未収補助金

合計

未収金
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別紙２

1 .重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く）

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

③ リース資産

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

② 退職給付引当金

(3) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

2 .重要な会計方針の変更

3 .採用する退職給付制度
当法人は職員の退職金の支給に備えるため、以下の退職共済制度に加入している。

① 独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の主宰する中小企業等退職金共済制度

② 独立行政法人福祉医療機構の主宰する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

③ 横浜市社会福祉協議会の主催する民間社会福祉事業従事者年金共済制度

4 .拠点が作成する計算書類とサービス区分
　当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。                                  

(1) 沖縄拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）           

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）                    

① ベーテルの夢

② ベーテルの夢Ⅱ

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）           

当拠点区分は、障害福祉サービス事業のみを実施するため省略している。

5 .基本財産の増減の内容及び金額

6 .基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

7 .担保に供している資産

当法人は、決算日以後の最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当会計
年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

計算書類に対する注記（沖縄拠点区分用）

当法人は、「社会福祉法人会計基準」を採用している。

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法により、それ以外は定額法によっ
ている。なお、旧定額法については備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却を行ってい
る。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法によっている。

当法人で加入している横浜市社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に基づき、期末在籍者の係る掛
け金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、会計基準移行年度の前年度末以前の取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし
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別紙２

8 .有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

0 0 0

0 0 0

0 0 0

470,000 52,482 417,518

5,304,500 1,388,871 3,915,629

1,548,600 184,959 1,363,641

7,323,100 1,626,312 5,696,788

7,323,100 1,626,312 5,696,788

9 .債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

債権額
徴収不能引当金の

当期末残高
債権の当期末残高

6,806,227 0 6,806,227

30,000 0 30,000

6,806,227 0 6,806,227

10 .満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 .関連当事者との取引の内容
該当なし

12 .重要な偶発債務
該当なし

13 .重要な後発事象
該当なし

14 .

車 両 運 搬 具

建物（基本財産）

基本財産合計

建 物

構 築 物

器 具 及 び 備 品

その他の固定資産

合　計

事業未収金

合計

その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

未収補助金
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